
□詳
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

（
32
）６
７
７

４

応
募
用
紙
配
布
市
役
所
１
階
案
内
、
各
コ
ミ
セ
ン
、

勇
払
出
張
所
、
中
央
図
書
館
、
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
、
ア
イ
ビ
ー
・
プ
ラ
ザ
、
文
化
会
館
、
商

業
観
光
課
（
HP
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

□申
□詳
❶
５
月
８
日
㈭
ま
で
に
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で　

❷
５
月
23
日
㈮
ま
で
に

作
品
裏
面
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
応
募
用
紙

を
添
付
し
、
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
直
接　

港

ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
商
業
観
光
課
内
）　

（
32
）６
４
４
８　

（
32
）４
２
０
０　

sho
gyokanko@

city.tom
akom

ai.hokkaid
o.jp

暮　

ら　

し

４
月
25
日
㈮　

９
時
〜
16
時　

森
林
資
料
館
、
森
林
記
念
館
を
一
般
公
開
し
ま
す　
　

詳
細　

北
大
研
究
林　

（
33
）２
１
７
１

□日
５
月
20
日
㈫　

13
時
30
分
〜
16
時

□所
市
役
所
９
階
会
議
室

□対
苫
小
牧
市
長
選
挙
の
立
候
補
予
定
者　

※
会

場
の
都
合
に
よ
り
、
出
席
者
は
１
人
の
立
候
補

予
定
者
に
つ
き
３
人
以
内

受
付
期
間
４
月
１
日
㈫
〜
11
月
17
日
㈪
（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）　
収
集
日
市
が
指
定
す
る
第
３
・

４
・
５
水
曜
日　

※
収
集
日
は
指
定
で
き
ま
せ

ん
。
１
ｍ
以
内
に
切
り
そ
ろ
え
、
１
ｍ
以
内
の

ひ
も
で
束
に
し
た
枝

□申
□詳
電
話
で　

清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７

７緑
ケ
丘
公
園
施
設
の
ご
案
内

家
庭
か
ら
出
る
せ
ん
定
枝
の
無
料
収
集
に
つ
い
て

苫
小
牧
市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者

事
前
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

■
金
太
郎
の
池
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

利
用
期
間
・
時
間
４
月
20
日
㈰
〜
10
月
31
日
㈮　

10

時
30
分
〜
20
時
（
１
回
２
時
間
以
内
）

□申
４
月
17
日
㈭
か
ら　

金
太
郎
の
池
管
理
人
室

（
10
時
〜
17
時
）　

(

36)

２
０
４
２

■
貸
し
ボ
ー
ト

利
用
期
間
・
時
間
４
月
20
日
㈰
〜
10
月
31
日
㈮　

10

時
〜
18
時

❶
テ
ー
マ

応
募
点
数
１
人
５
点
ま
で
（
15
字
以
内
）

❷
ポ
ス
タ
ー

応
募
点
数
１
人
１
点　

※
自
作
・
未
発
表
の
も
の

規
格
四
つ
切
り
画
用
紙
縦
（
580
㎜
×
380
㎜
）
ま

た
は
Ａ
３
版
縦
型

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
59
回
と
ま
こ
ま
い
港
ま
つ
り
テ
ー

マ
・
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
を
募
集

対
象
活
動
女
性
の
能
力
向
上
、
社
会
参
加
、
育
児
、

介
護
、
健
康
、
生
活
環
境
、
職
業
生
活
、
そ
の

他
男
女
平
等
参
画
に
関
す
る
こ
と

対
象
外
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
、
学
校
、
企
業
、

事
業
所
が
行
う
活
動
、
趣
味
的
な
活
動
お
よ
び

定
例
的
な
サ
ー
ク
ル
活
動
、
宗
教
、
政
治
的
宣

伝
の
意
図
を
有
す
る
も
の
、
対
象
の
活
動
に
対

し
、
市
か
ら
他
の
補
助
を
受
け
て
い
る
団
体

援
助
経
費
講
師
謝
礼
（
市
予
算
の
範
囲
内
）

□申
□詳
実
施
日
の
20
日
前
ま
で
に　

男
女
平
等
参

画
課
に
あ
る
所
定
の
用
紙
で　

男
女
平
等
参
画

課　

（
84
）４
０
５
２

女
性
団
体
学
習
活
動
を
応
援
し
ま
す

●
野
山
で
た
き
火
、
喫
煙
を
し
な
い　

●
山
林

で
火
入
れ
の
際
は
、
緑
地
公
園
課
で
許
可
を
受

け
、
併
せ
て
消
防
本
部
に
届
け
出
る　

●
入
林

の
際
は
森
林
所
有
者
か
ら
「
入
林
承
認
」
を
受

け
る　

●
ヤ
マ
ベ
釣
り
の
入
林
は
５
月
31
日
ま

で
不
可

□詳
緑
地
公
園
課　

（
32
）６
５
０
７

林
野
火
災
防
止
に
ご
協
力
を
！

無料
市民相談

法律相談

夜間心配
ごと相談

行政書士会くらしの無料相談会
遺言、相続、成年後見人制度

と　き
申し込み・詳細内容・会場

市民活動センター

市民相談所
（市民活動センター）

27日㈰　９時～12時

申し込み

定員
申し込み

4月の無料相談

24日㈭　13時30分～19時

８日㈫　18時～20時

電話で山崎行政書士事務所

総務省行政相談所
直接会場へ

７人　申し込み順
岡　聖子
弁護士

25日㈮　９時30分～12時
（１人20分程度）

　　　　　１日㈫から市民活動センター
で内容を話して相談券を受け取ってくだ
さい。来られない場合はご連絡ください

７日㈪　13時～15時

社会福祉協議会36-5633 32-7111

市民自治推進課 32-6152

法律無料相談
大谷和広弁護士による
法律に関する相談
市民活動センター

申し込み
32-3610男女平等参画推進協議会

20日㈰　10時～13時

家庭、離婚、相続、金銭貸借などの
問題 ※直接市民活動センターへ

84-4052市男女平等参画課

市民相談所　　33-2345では、平日の８時45分か
ら17時15分まで心配ごと相談を受け付けています

消費生活・多重債務
についての相談
消費者センター（市民活動センター）

消費生
多重債務＝ 32-6119

月～金曜日＝９時～17時　第１・３土
曜日＝10時～15時（日曜日・祝日を除
く。第２・４金曜日は20時まで）　
活＝ 33-6510

国の行政全般についての相談
市役所２階　談話室

一日こども相談
申し込み

16日㈬　10時～16時
電話で　室蘭児童相談所

0143-44-4152
32-6369市こども支援課

18歳までの子どもとその家
族に関するあらゆる相談
市役所１階

広　　告
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